
別紙 14 法令等の変更による費用の負担割合 

（第 13条第 3項、第 36条第 2項、第 38条第 1項、第 42条第 3項、第 66条第 2項関係） 

 

 

 

 市負担割合 事業者負担割合 

1 本事業に直接的に影響を及ぼす法令の新設・変

更の場合 
100％ 0％ 

2 法人税等の収益関係税の新設・変更の場合 0％ 100％ 

3 2以外の税制度の新設・変更の場合 100％ 0％ 

4 上記 1から 3以外の法令の新設・変更の場合 0％ 100％ 

 

なお、3には、消費税及び地方消費税も含まれるものとする。ただし、税率に変更があっ

た場合は、市は法令の定めに従って、消費税及び地方消費税を賦課して支払う。 

 

以上 


